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政府は 、
二OO六年四月二十八日、
教
育基本法の改

正案を
閑職決定し 、
国会に提出した 。

数年前から

教育基本法の
論識が進み 、
私自

身も中央

教育審議会の教育基本法特

別委員会のメンバ
ーとして

約四カ月の
集中審議に加わっ
た 。

中教・響は二OO三年三月に答申を出しているが 、
今

回ようやく提出された与党の原案 、
つ
まり政府案は 、

三
年前の中教

帯答申よりも大きく後退している 。

小教

事特中の「グローバル
化が進M脱する中で 、
白ら

の
凶や地域の
伝統文化について理解を深め 、
尊重し 、

郷土や同を愛する心をはぐくむことは 、
日本人として

これからの同際社会を生きていくうえで極めてよ切で

発展に寄
与する態度を養うこと」
としている 。

この
文言自体を読めば 、
当然のことを言っ
ているに

すぎないように一
見思われるが 、「国」
は統治機構を

意味しないといっ
た
不可解な前提があり 、
さらにこの

文章は「固と郷土を愛する」
ということと「他国を尊

重し 、
国際平和の
発展に
寄与する」
ということを「態

度」
が並列的に受けている 。「愛国心」
を水で薄めた

政治的な
誤魔化しであり 、
言葉の遊びに過ぎない 。

拒
絶
さ
れ
る
「
愛
国
心」

要因，訟を問う

「愛国心」
という表現に注目が集まっ
ていたが 、
中教

審の反
対派や文

部科説省の一
部は「愛凶心」
とい
う言

葉に何とも言いがたい
怖さを感じているらしい 。
ある

いは 、
時

代錯誤であると思っている 。
しかし全くそん

なことはない 。
若者でも外国仁行けば自然と自国を思

う気持ちが出てくるし 、
それが「愛国心」
なのだが 、

それを「愛国心」
と表現するとけしからん 、
となる 。

私は 、
それは違うと口をすっ
ばくして言っ
てきた 。
し

かし全体の空気によって頑なに拒まれ 、
粘っ
た末によ

うやく「国を愛する心」
という表現を入れることがで

きたのである 。

・能力輔S

ある 。
同時に他の国や地域の
伝統文化に敬意を払い 、

国際
社会の一
員としての意識を緬養することが重要で

あり 、
これらの視点を明械にする」
とい
う文言と今回

の

与先案を比べてみれば 、
そのことは明らかだ 。

それは自民党が公明党にものすごく気を使った政治

的妥協の産物だからである 。
七十回も非公式な与党会

識を繰り返したというが 、
公明党のイデオロギーに振

り凶されて 、
残念なことに 、
結果的には

言葉遊びをし

ただけの
不毛な作文に終わっ
ている 。

最大の
争点だっ
た「愛凶心」
については 、「伝統と

文化を尊重し 、
それらをはぐくんできた我が同と郷土

を愛するとともに 、
他国を尊直し 、
同
際社会の千和と

ところが与党案はそれさえも取っ
てしまっている 。

教育においての「闘を愛する心」
という人間の原点に

触れる部分を政治

的妥協や言葉遊びで片付けようとし

ているのだといえよう 。「愛国心」
という言葉が嫌い

な一
部政治家がマスコミを意識したこともあろうが 、

これは看過できない 。

「愛函心」
にはパ
トリオテイズム

（
冨豆。江田自）
とい

う国際的に
共通の
言葉があ
る 。「
圃を愛する心」
や

「我が固と郷土を愛する態度」
を外国人に説明する時

に 、
どう訳すのだろうか 。「50－O〈ゆ
え

85時可」「－o話

吾作
ggE「一O〈。。再開gg」
とでも訳すのだろうか 。

こんなみっ
ともない簡はない 。

確かに「

愛国一心」
という言葉は 、
ナショ
ナリズムと

同様に 、
使い方を間違えてはならない 、

感情的価値を

伴う厄介な概念ではある 。

亡き

清水幾太郎氏が早くも一
九五O年に
名著「愛国

心』（岩波新書）
で指摘していたように 、
個人の自覚

と民主主義を欠いている
場合には大いに困っ
た
存在に

なるのである 。

現に個人主義も民主主義も欠落している中国や北朝

鮮が「愛国心」
を「愛国主義」
と変化させ 、
国家統制
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と国威発揚に利用しているのがいい例である 。

しかし 、
今日のわが国のように個人主義と民主主義

が制度的に
保証されている固では 、
なんら問題がない 。

日本の中には「愛
国心」
を「愛国主義」
や「軍国主

義」
への足がかりにしようと思っ
ているような人は誰

もいまい 。
むしろ自然な
感情としての 、
我々
のアイデ

ンティティがしっ
かりと自覚されていないことの方が

問題なのである 。

だから日本のように 、
誰が見ても民主主義で過度と

もいえるほどの個人主義の国では 、
「愛国心」
とい
う

言葉を避ける理由は全くないのである 。

米コロンビア大学の歴史学教授カiルトン・
ヘ
イズ

は 、
名著『ナショ
ナリズムについての
評論（何協同志

良
Z
住吉住
自）』
（Z作者
ぎ岳
忌σ

ZR島E
C）
で次の

ように述べていた 。

「愛
国心の健全な発露とは自分の故郷（芯円包
BEE
R

gs－
E5
に対する愛情である」

この本は一
九二六年の出版であり 、
まさに両大戦聞

の平和な時代のことであっ
て 、
ファシズム
や軍
国主義

とは無関係だっ
た 。

「
愛国心」
とい
う言

葉自体は決して怖い
ものではなく 、

すぐに軍国主義やファ
シズムに結びつ
くわけではな

教育基本法ができたときに 、
すでに憲法はできてい

た 。
だとすると今回の議論も 、
本来は憲法改正と一
緒

に大きな
議論の中でやるべ
き事柄である 。
しかし憲法

の方は当面及び腰になっ
てしまっ
た 。
そこでまず教育

基本法 、
とい
うことなのだが 、
議論は本来 、「愛国心」

とか「日本の在り方」
という根本を
煮詰めた上で行な

われなければならない 。

その議論がほとんど煮詰まらない
まま 、
今なんとな

く憲法は大変そうだ一が教育基本法だけならばゃれそう

だ 、
と改正に
着手した 。
しかしこれも教育という原点

を離れた政治
的妥協なのである 。

悪
し
き
平
等
主
義

霊園心を問う

二つ目の理由は「

平等主義」
である 。

具体的に
現行の
教育基本法を見てい
くと 、

「すべ
て

匝民は等しくその能力仁応ずる教育を受ける機会を与

えられなければならない」（第三
条）
とある 。
これは

憲法の第二
十六条「すべて国民は 、
法律の定めるとこ

ろにより 、
その能力に応じて 、
ひとしく教育を受ける

権利を有する」
とい
う文言とリンクしている 。

戦後教育 、
この教育基本法が施行された後の日本の

教育の一
番の
間違いは 、「等しく教育を受ける」
とい

・総力特舗

． 

ぃ 。
ましてや我が国は戦後一
度も
戦争をせず 、
平和に

徹している 。「愛国心」
とい
う言葉を用いたからとい

っ
て 、
いささかも問題はないはずの立派な成熟国家な

のである 。

G
H
Q
に
よ
る
精
神
解
除

私が教育基本法改正を唱える理由の第一
は 、
その成

立過程である 。

教育基本法は 、
憲法と同じく自主的な

ものではなく 、
占領政策の一
環として作られたもので

あっ
た 。教育基本法が

施行されたのは憲法に
先立つ 。
憲法は

一
九四六年十一
月三日に公布され 、一
九四七年五月一一一

日に施行された 。
教育基本法が国会で決まっ
たのが一

九四七年三月二十五日 。
六日後の三十一
日に公布され 、

同日
施行されている 。

日本の
新しい出発に
先駆けて 、
占領軍が憲法よりも

先に

教育基本法を施行させたのはなぜか 。

占領軍の狙いは「教

育勅語」
に対する恐れである 。

教育勅語に基づいて 、
日本は明治中期以降 、
近代化に

成功し 、
戦争中にも活用された 。
その現
実をGH
Qは

ものすごく恐れていた 。
だからこそ武装解除と同時に

精神解除も行なうため 、
教

育勅語を廃止したのである 。

うところを「

平等主
義」
としてしまっ
たことだ 。
みな

平等 、
みな同じ 、
とい
う点に 、
特に日教組はこだわっ

た 。実はこれは
憲法にき遁反している 。

本来は「能力に応じて」
教育を受けるのだから 、
能

力のある人材はどんどん伸ばす 。
能力に応じた 、
個性

を持っ
た教育をしなければならない 。みな同じく平等 、

とい
う
思想がはびこっ
たことが 、
教育を崩壊させた最

大の原因なのである 。

戦後教育で固まっ
た

平等主
義の
神話をいかにぶち破

るか 。平等主義の裏返しは一
種のエ
リlテイズムである 。

エリート主義はあたかも特権階級の形成であるかのよ

うに誤解されていて 、
一
般に社会はエリートがいかに

重要であるかの理解に乏しい 。
能力の高い者にはエ
リ

ートになっ
てもらわなければならないのである c

ところが戦後六十年 、
エリートを生み出すような教

育がなされなかっ
た結果 、
大衆民主主義 、
ポピュ
リズ

ムにつながるような状況になっ
てしまっ
た 。

私は長い
間教壇に立ち 、
大学行政に
も携わっ
てきた 。

現在私の大学ではエリートを意識して少数精鋭教育を

やっ
ている 。
そうい
う原点が教育から忘れられてしま
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っ
た 。
高等教育にしても大学の数は七百を超えるが 、

みな同じような教育をやっ
ている 。

教養教育をしっ
かりやっ
た上で 、
人口学や
安全保障

学など 、
これからの国際社会において非常に重要な科

目を授業としてやっ
ている大学はほとんどなく 、
その

多くが就職
予備校に成り下がっ
ている 。

その裾野である 、
小中学校はもっ
とひどい 。
人
楠的

に差別することは
問題だが 、
能力に応じた
教育をする 、

個性を伸ばし 、
優秀な
若者を応援するとい

う姿勢が欠

けている 。

「おちこぼれを作らない」
とい
うのは 、「みんな一
緒

でなければならない」
のではなく 、
「能力を伸ばして

やる」
ことによっ
ておちこぼれを防ぐのである 。

必要なのは個性化された教育である 。
例えば英語教

育でも一
律の

教科暫で学ばせるのではなく 、
ジャーナ

リストを目指す人にはCNNやBBCを毎日
英語で聞

かせればいい 。
三カ月も鍛えればほほ聞き取れるよう

になる 。
そのような教育を今は一
切やっ
ていない 。
今回の教

育基本法改正案もこのあたりをど
う理解しているの

か 。
政府案には全く入っ
ていない 。

教育の悪しき

平等主義をいかに是正するかとい
う問

愛国，訟を問う

しきにつ
け避けられない現状となっ
ている 。
九O年初

頭にソ連が崩壊してから 、
まだ十五年ほどしかたっ
て

いないが 、
その聞に世界は瞬く聞にボーダーレスにな

っ
た 。正確に言えば 、

アジアでは北朝鮮や中国はまだ共産

主
義体制なので冷戦構造が残っ
ている 。
だが 、
ITの

発述もあっ
て 、
世凶介がますますボーダーレスになり 、

全世界が同時進行していくとい
う状況は避けられな

い 。
それがグローバル
化の現実である 。

そのよ
うな状況の
中でこそ 、
日本人としての
心や

「愛国心」
が大切になっ
てくる 。
この
問題は結局 、
ア

イデンティティ
（Eg民q）
の
問題である 。
ボlダレ

スになり
世界が同
時進行していくときにこそ 、
自分た

ちのアイデンティティが必要になっ
てくる 。

国際社会の
現実と行く末を見据えた上で「
愛国心」

とい、
？もの
を
強調し
なければ
意味がない。

まさに自と

他である 。
自文化（。日
邑EB） 、
他（異）
文化（
Z

osqo己EHO）
があっ
てこそのアイデンティティであ

る 。「愛国心」
を考える
時、
いかに日本人としてのアイデ

ンティティを共有しているかが重要になる 。
そのため

には円本の文化や歴
史について学ばなければならな

・総力，，.

題は 、
まさに

国家百年の計なのである 。

ボ
l
ダ
レ
ス
化
で
ま
す
ま
す
必
要
に

三つ
目の理由は 、
いまやグローバル
化が避けられな

いとい
うことである 。

現行の
教育基本法が成立した
当時は 、「日本をいか

に精神的に武装解除させるか」
が
前提になっ
ていたた

め 、
徹底的に日本人の

精神的支柱を抜くことが白的だ

っ
た 。世

界第二位の経済大国になっ
た今 、
日本はこれから

グローバル
化が
急速に進展する国際社会の中で 、
より

大きなプレーをしていかなければならない 。
国際社会

で極めて重要な公共の精神と道義をまっ
たく無視して

いる隣国中国が台頭してきでいるだけに 、
同際社会の

中で日本の
巣すべ
き役割は従来以上に非常に大きい 。

しかし 、
そのような国際
関係の
部分が全

く教育基
本法

案には入っ
ていない 。

そのため 、「グロ
ーバル

化が進展する中で」
と中教

審の答申には盛り込んだのだが 、
今回の

与党案ではこ

の部分もなくなっ
ている 。
後退しているのは「愛国心」

表現だけではないのである 。

東西冷戦体

制崩壊後 、
グローバル
化は良きにつ
け悪

， 

ぃ 。
そのあたりの
問題意識が従来の
教育基本法でも 、

今回の政府案でも非常に
希薄なのである 。

「アイデンティティ」
とい
う一言葉自体も中教審で適当

な日本語に置き換えるべ
きだと私は主張してきた 。
こ

のままではイメージが湧かないためである 。
しかし結

局「アイデンティティ」
はそのまま使っ
ている 。

「自己同一
性」
とい
う
訳語もあるが 、
なかなかとつつ

きにくく 、
わかりづらい 。
これはアイデンティティの

核心 、
中身が議論されてないとい
うことをあらわして

おり 、
日本人としてのアイデンティティの

在り方に対

する危機感がないことのあらわれでもある 。
日本人と

しての「自己
認識」
でよいのではないか 。

対照的なのが台湾である 。
台湾は今 、
中国からの軍

事的プレッシャーを受け 、
同際政治の中でも翻弄され

ている 。
その状況下で
李登輝きんを初めとする

本省人

の人たちは 、
いかにして「台湾人」
としてのアイデン

ティティを保っ
ていくかとい
うことで必死になっ
てい

る 。そこで
台湾ではアイデンティティの

訳語を作り出し

た 。「認
同」
とい
う 。
これは従来の中国語にもない
表

現である 。
大陸では日本のカタカナ
表記と同じように 、

音に漢字を当てて表現している 。
チベットの人や香港
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などを含む
広東人に固有のアイデンティティを持たれ

ては困るので 、
「中国は一
つ」
とい
う共産党の
独裁体

制下では当然なのかも知れない 。

台湾の人たちが考え出した「認同」
とは 、
自分たち

が同一
の集団だと認め合うと言う意味で 、
実に
素晴ら

しい
言葉だ 。「国家認同」
と言う言葉が 、
現在の
台湾

のグリーン
陣営（独立派）
のスローガンになっ
ている 。

これは
台湾の人たちにとっ
てはぎりぎりの状況下で

作り出した言葉であっ
て 、
我々
も見習わなければなら

なし自然
に
湧
き
出
る
「
愛
国
心」

私が「愛国心」
とい
うものを考えるときに 、
必ず思

い浮かべ
るエピソードがある 。

二十年ほど前 、
たまたま赤坂の山王神社の近くでガ

ソリンを入れてい
たときに 、
二人の外国人夫婦がやっ

てきた 。
スタンドの人たちとなにやら話しているのだ

が 、
ど
うもうまく伝わっ
ていない
様子だっ
た 。

聞いてみると 、
英語のなまりからオーストラリアの

人だとすぐに分かっ
た 。
私もオーストラリア滞在から

帰国して間もない
頃であっ
たため 、
詳しく聞いたとこ

ろ 、
「初めて日本に来て 、
京都や議良を旅行し 、
日本

凪，

．

．．

 

aE．，

 

愛国心を問う

くの国立大と
同様 、
キャンパスに国旗を掲げることは

到底不可能であっ
た 。
このような日本の社会の
現実を

ま
ず第一
に変えなければならないであろう 。

日本人の
多くが戦後学校教育の中で失っ
たのは「日

本のよさ」
なのであり 、
手で触れて抱き込めるような

固への思いなのだ 。

外国へ
頻繁に訪れる私は 、
そのたびに日本文化のユ

ニ
ークさ 、

素晴らしきを実感する 。
だから私の大学で

は学生には必
ず留
学をさせる 。
周りの固から自国を見

つめると自国のよさが分かる 。

そうい
うことを抜きにして 、
「愛国心」
やアイデン

ティティを語ることはできないのである 。
自分の心の

中から
湧い
てくるようなものでなければならないの

だ 。
それはまさに私が国旗を求める外国人との出
来事

で感じた 、
自然に湧き出る気持ちである 。

現在は
そ、つい
う教育が足りてい
ない。
小学唱歌も教

科書から消えつつ
あっ
て 、
ほとんど歌われなくなっ
て

きている 。
小学唱歌は日本の国の素晴らしきを実に直

接に表現している 。
それを今は小学校ではほとんど教

えないとい
う 。
多くの日本人に親しまれてきた「赤と

んぽ」（三木露風作詞・
山田耕搾作曲）
は 、
文科省指

定の
小学唱歌に入っ
てい
ないこともあっ
て 、
「夕焼け

．能力輔集

はとても素晴らしい
国だと感じ 、
日本が大好きになり

ました 。
明日帰国するので最後に
東京に泊まっ
たので

すが 、
日本の国旗が欲しくて探している」
とい、っ 。

オーストラリアでもアメリカでも 、
国旗はどこにで

も売っ
ている 。
だから日本の国旗を 、
小さなものでも

いいから買いたいので探しているとのことだっ
た 。

私も一
緒になっ
て赤坂界隈をあちこち探したが 、
時

間も遅く 、
デパ
ートなどはもう閉まっ

ており 、
どこに

も売っ
ていない 。
ついにその
夜は買い
求めることがで

きなかっ
た 。

やむを得ず 、
住所を聞いて後日送っ
てあげたら 、
大

変喜ばれ 、
礼状が届けられた 。

その
当時の
状態が今も変わっ
てい
ないのではない

か 。
つまり 、
これは日本人の国肱感覚 、
ひいては「愛

国心」
の在り様をまさに
象徴している 、
と思う 。
日本

人にとっ
て 、
国旗 、
国を愛するとい
うことがあまりに

も安易になっ
ているのではないか 。
それを
象徹するよ

うな出
来事であっ
た。

私が今学長を務める国際教養大学では 、
キャンパス

のポlルに大学旗と県旗を脇にして国旗が毎日掲げら

れている 。
新緑の秋田杉の森を背に 、
青空に翻る日の

丸の
旗は美しい 。
私の前任校の
国立大学では 、
他の多
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小焼けの赤とんぼ
負われて見たのはいつの日か」
と

いう歌
詞をしっ
かり教えないので 、「
背負われて見た」

のではなく「追われて見た」
と勘違いしている人が多

いのでないか 。
本来はこういうところをきちんと教え 、

そして学ぶことの中に「
愛国心」
が育まれる原点があ

るのである 。

先に紹介した清水幾太郎氏は同著の中でこのように

言っ
ている 。

「
愛国心とは自分の国家を愛し 、
その発展を願い 、
こ

れに奉仕しようとする
態度である」

中教審答申 、
与党案に比べ 、
なんと明快で的を射た

表現だろうか 。
教育基本法を新たに作るのであれば 、

少なくとも清水氏のような表現を学んでいただきたい

ものである 。

民主党も対案を出すとのことなので 、

に
議論してほしい 。

国会では
真剣

芯
か
じ
ま
み
ね
お

一
九
三
六
年
生
ま
れ。
豆
京
外
国
語
大
学
中
国
科
率
集。
六
五
年
東
京
大
学
大
学
院
国
際
関

係
論
課
程
事
業。
八
O
年
東
京
大
学
社
会
学
憎
ま。
東
京
外
国
語
大
学
漫
な
ど
を
歴
任
し、

現
在、
回
際
教蝿国
大
学
学
長。
文
節
科
学
省
中
央
教
育
審
構
会
委
員
（
大
学
院
師
会
長、
外

国
語
専
門
部会主
蓋て
財
団
法
人
大
学
セ
ミ
ナ
ー－
ハ
ウ
ス
理
事
長
な
ど
を
兼
務。

開計諭集

『
北
京
烈
烈』
｛筑
摩書
房｝
で
サ
ン
ト
リ
ー

学芸賞
受
賞。
二
O
O一二
年

「E総大賞」

受賞。

近
著
に
『
創
世
紀
の
大
学
l
関
か
れ
た
知
の
鑓
点へ』
（
諭創
社）‘
『
歴
史
の
磁
を
見
簸
る
｜

日
中
近
現
代
史の
争
点」
（

文墜膏秋）
忽
ど。
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